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社会科学と社会福祉学、
概念定義と批判的検証の重要性2

講義の目的と目標・講義の進め方1

貧困とは何か、相対的貧困の
定義と先進国の貧困率の比較3

比較とは何か、比較の目的と
比較手法4

福祉・社会福祉とは何か5

社会政策・社会保障制度の
日本とスウェーデンの二国間比較6

2単位

専門科目／医療・福祉マネジメント科目群

社会福祉政策国際比較
日本の貧困が深刻化する理由は何か？ 貧困軽減の効果的施策は何か？

受講するにあたって

日本の社会保障制度に関する基礎知識を習得しておくこと。①事前学習の
　すすめ

訓覇法子『アプローチとしての社会福祉システム論』法律文化社、『社会福祉システム論』日本福祉
大学通信教育部テキスト、講義にも使用する。

②参考図書

グループ討議への積極的参加を評価に加える。講義2日目の終わりに、1時間の筆記試験を実施する（持
ち込み不可）。評価は、講義内容の正確な理解力と批判的検証による考察力を重視する。

③評価基準

2日間の講義では十分内容を理解することは難しいために、担当教員が適切であると考える参考文献
を指定し、資料を配付する。自分の理解が正しかったかどうか確かめるために必読すること。

④より学びを
　深めるために

講義目的・到達目標

講義の構成

まず、講義の目的と目標を明確にし、講義の進め方を確
認する。社会科学・社会福祉学における概念定義と批判
的検証の重要性を明確にする。次に、現代社会が直面す
る深刻な貧困問題を取り上げ、貧困の定義と貧困線の決
め方を学び、先進国の相対的貧困率を比較する。貧困率
がなぜ国によって異なるのかを考えるために、比較とは
何か、比較の目的と手法を学ぶ。次に、福祉・社会福祉
の定義を確認し、最終的に日本とスウェーデンの公的な
生活安全保障制度を比較する。日本の貧困問題をさらに
詳しく分析するために、財政社会学や社会学の研究者（過
去のゲスト講師としては、東大名誉教授神野直彦氏など）
によるゲスト講義を実施する。

講義の流れ

知識を暗記するのではなく、批判的検証力を各自が身に
つけることを重視する。批判的検証に必要な「各自が考
える作業」と「根拠ある見解」を生成するために、担当
教員が提起する課題についてグループ討議を行い、各グ
ループが発表し、発表結果を担当教員が整理し、理論化
する方法をとる。したがって、履修者の積極的な授業参
加が要求される。

講義のポイント

比較とは何か、比較の目的と方法に関する基礎知識を習得する。
国際比較手法の基礎知識

現代社会の変容によって人々が遭遇する社会的事故は多様化し、先進国の中でアメリカについで貧困率の高い日本の社
会保障制度は、生活の安全を守るという根幹的な機能を果たせなくなってきている。なぜなのか？日本の貧困率の3分の
1という低い貧困率を維持するスウェーデンの生活安全保障制度との比較によって、国際的視点から日本の生活安全保障
制度の特質とその限界性を明らかにする。スウェーデンが（北欧型）福祉国家あるいは福祉先進国と呼ばれるのはなぜか、
福祉国家の条件とはなにか、日本の貧困が深刻化する理由はなにかを考察する。

社会福祉政策に関する日本とスウェーデン二国間比較

担当教員：訓覇 法子 2単位

専門科目／医療・福祉マネジメント科目群

社会福祉と権利擁護
「権利擁護」に関する法制度を学び、権利擁護実践における社会福祉専門職の役割を明らかにする

受講するにあたって

事前課題を提示するので、スクーリング当日に作成した課題を持参すること。事前課題の詳細は、「科
目ホーム」に提示するが、新聞記事等から、人々の権利が侵害され、権利擁護実践が必要であると
考える事例をとりあげることを予定している。

①事前学習の
　すすめ

社会福祉士会編『権利擁護と成年後見実践　第2版』民事法研究会、2013②参考図書

権利擁護実践における社会福祉専門職の役割について、講義内容を正しく理解できているものを合
格とし、論拠を示しながら自分で考えた内容を具体的に述べているものをA評価とする。

③評価基準

社会福祉や保健・医療現場で働いている人は、職場において権利擁護が問題となる具体的場面を考
えること。これからこの領域で働くことを考えている人は、今後進みたいと考えている職種に関して、
権利擁護の視点から、どのような実践をしていきたいかを考えておくこと。あるいは、地域に暮ら
す市民の立場で、権利擁護実践を身近なものとして考える姿勢をもって受講してほしい

④より学びを
　深めるために

講義目的・到達目標

講義の構成

担当教員の講義では、社会福祉の諸サービスを必要とす
る人々の生活実態等から、社会的排除や権利侵害の状況
の理解を図り、社会福祉領域における権利擁護実践が求
められるのはなぜかを明らかにする。
また、成年後見制度や高齢者や障害者の虐待防止法など
権利擁護実践のための法制度の枠組みを学んでいく。ゲ
スト講師から、地域における権利擁護実践の講義を受け、
受講者が権利擁護実践の具体的なイメージをつかみ、身
近な実践としての理解を深められることをめざす。
後半は、グループワークによって、権利擁護実践が求め
られる具体的な事例や実践のあり方についてディスカッ
ションし、社会福祉専門職の役割とは何かについて、各
人の考えを整理し、言語化できることをめざす。最後に、
これらをふまえて、人々の権利（人権）や権利擁護に関
する総論的なまとめの講義とする。

講義の流れ

介護保険法や障害者総合福祉法に基づくサービス利用は、
自己選択・自己決定と契約による福祉サービスの利用シ
ステムである。契約制度は、人々の責任が不可分であり、
判断能力等について他者からのサポートを得なければ、
それをなしえない人々に対する支援の実践が求められる。
また、貧困や虐待によって社会から排除されたり、人と
しての誇りや権利を奪われたりしている人々も増えてい
る。そうした人々に関心を寄せ、人々が人としての誇り
を保ちながら暮らすことができるために、法制度はどの
ように準備され、機能するのか、そこで社会福祉専門職
はどのような実践を展開するのか、市民はそこにどう関
与するのかなど、他人事でない学びを進めていけるよう
にしたい。

講義のポイント

①社会福祉領域における権利擁護実践が求められる社会状況を説明することができる。
②権利擁護実践のための法制度の枠組みを説明することができる。
③権利擁護実践における社会福祉専門職の役割を考え、説明することができる。

権利擁護のための法制度・法的枠
組みの概説①1

ゲスト講師による講義
（「権利擁護実践」）2

権利擁護のための法制度・法的枠
組みの概説②3

グループ討議
（権利侵害と権利擁護実践）4

まとめの講義
（人権、自己決定権、権利擁護とは
何か、福祉専門職の役割は何か）
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担当教員：明星 智美


